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ヤミ金融の手口は日々巧妙になっており、 

誰もがターゲットになり得ます。 
 

このチラシはそんなヤミ金融の手口をシリーズ化して、みなさんにわかり 

やすく解説していきます。 

第 1回目は「個人間融資」についてです。詳しくは裏面をご確認ください！ 

         ↓  ↓  ↓  ↓ 
 

ヤミ金融は 
あなたのすぐそばに 

 
 
 



ヤミ金融被害を防止するために、次の対策をとりましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 借りる前に金融庁 HPで 

登録のある貸金業者であるか確認しましょう！ 
 

 
 

電話で確認をする場合は 

大阪府金融課貸金業対策グループまで！ 

大阪府 商工労働部 中小企業支援室       【TEL】 （06） 6210－9506 

金融課 貸金業対策グループ           【FAX】 （06） 6210－9510 

万が一ヤミ金融でお金を借りてしまった場合、 

相談窓口へ連絡しましょう！ 
 

【きんざい金融ホットライン】 
０６－６９４９－６２５９ 

 

【悪質商法１１０番】 
０６－６９４１－４５９２ 

 

【日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター】 
０５７０－０５１０５１－ 

０３－５７３９－３８６１ （ I P電 話 の場 合 ） 

 

 

 

 
個人間融資とは、SNSなどを通 

じて見知らぬ人同士が知り合い 

金銭の貸し借りをすることです。 
 

個人情報を悪用されるなどして 

思わぬトラブルや犯罪被害に 

巻き込まれる恐れがあります。 
 

また、法外な利息を課せられ、 

返済しなければ脅迫や執拗な 

取り立てにあう恐れがあります。 
 

↓  ↓  ↓ 
  

 
 
 
 

今月ピンチの 

あなたへ！ 
 

#お金貸します 

#個人間融資 

ヤミ金融からお金を借りると、あっという間に返済額が膨らむ可能性が 

あります。返済不能になると勤務先や親兄弟・親類まで脅迫や執拗な 

取立てにあい、精神的に追い詰められてしまうことがあります。  

 

DMであなたの個人情報
を送ってください！ 
 

５万円貸します！ 

（大阪府 HP）「悪質業者（ヤミ金融業者）とその手口」はこちら⇒ 

ヤミ金融を利用すると生活が破綻する恐れがあります！！ 

 

相手は甘い言葉で誘ってきます  

 

 

連絡を取ると個人情報などを要求してきます 

犯罪に巻きこまれる可能性があります 

被害にあわないようにするには 

甘い融資話に惑わされることなく、 

個人間融資を利用しないことが 

一番の防衛策です。 
 

☑  

☑ 

☑ 


